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ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
が
伝
え
て
く
れ
た
こ
と

　

皆
さ
ん
は
、「
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
」を

知
っ
て
い
ま
す
か
？
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

は
硬
式
と
違
い
、
ゴ
ム
ボ
ー
ル
で
テ

ニ
ス
を
し
、軟
式
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　

７
〜
８
月
は
地
区
大
会
か
ら
全

国
へ
と
つ
な
が
る
大
会
が
開
催
さ
れ
、

私
は
中
学
３
年
生
な
の
で
こ
れ
が
最

後
の
大
会
で
す
。
結
果
は
、
早
く

負
け
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
自
分
ら

し
く
最
後
ま
で
プ
レ
ー
で
き
ま
し

た
。
国
府
・
大
磯
中
の
生
徒
は
毎
年
、

こ
の
大
会
で
上
位
に
入
り
、
素
晴
ら

し
い
結
果
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

毎
日
練
習
が
あ
っ
て
苦
し
い
こ

と
や
辛
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
が
、
目
標
に
向
か
っ
て
必
死

に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
勝
ち
負
け

で
は
な
く
、
人
と
の
関
わ
り
方
や

人
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な

い
こ
と
を
た
く
さ
ん
学
び
ま
し
た
。

辛
く
て
ど
ん
底
ま
で
落
と
さ
れ
て

も
、
そ
れ
で
も
あ
き
ら
め
な
い
で

進
む
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
姿

は
何
よ
り
も
美
し
い
で
す
。

　

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
を
通
じ
て
得
ら
れ

る
も
の
は
と
て
も
大
き
な
も
の
で
、

そ
れ
が
何
か
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
け
れ

ど
、誰
も
が
笑
顔
に
な
れ
る
も
の
で
す
。

　

仲
間
や
応
援
し
て
く
れ
た
保
護

者
の
皆
さ
ん
、
そ
し
て
先
生
に
感

謝
で
す
。　
　
（
内
海　

帆
奈
美
）

問　

政
策
課　

☎
内
線
２
０
７

　

ご
長
寿
を
祝
い
、
節
目
の

年
を
迎
え
ら
れ
た
方
（々
下

表
参
照
）に
、
敬
老
祝
を
９

月
中
に
お
届
け
し
ま
す
。（
町

職
員
と
地
区
の
民
生
委
員
さ

ん
が
訪
問
予
定
）

※
対
象
年
齢
は
、
平
成
25
年

９
月
１
日
現
在
、
88
歳
・

99
歳
及
び
100
歳
以
上
。（
町

に
引
き
続
き
１
年
以
上
在

住
の
方
）

問　

福
祉
課

　

☎
内
線
３
１
５

対 象 者 生　　年　　月　　日

88歳（米寿）大正13年9月3日 ～ 大正14年9月2日生まれ

99歳（白寿）大正2年9月3日 ～ 大正3年9月2日生まれ

100歳以上 大正2年9月2日以前生まれ

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
や
子
育
て
支

援
、
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
活
性
化
な

ど
様
々
な
分
野
に
お
い
て
、
町
内
で

意
欲
的
に
活
動
す
る
団
体
等
を
対
象

に
、
町
民
活
動
を
応
援
す
る
公
募
型

補
助
金
の
二
次
募
集
を
行
い
ま
す
。

　

公
募
型
補
助
金
は
、
町
民
の
皆
さ

ん
が
自
ら
の
意
志
で
主
体
的
に
取
り

組
む
「
町
民
活
動
」に
対
し
て
、
公

募
型
に
よ
る
補
助
金
を
、
町
で
定
め

る
一
定
の
交
付
基
準
を
満
た
す
事
業

に
交
付
し
、
財
政
的
に
支
援
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　

二
次
募
集
は
下
記
の
内
容
で
募
集

し
ま
す
。

▼
提
出
期
限

　

９
月
20
日（
金
）必
着

※
所
定
の
申
請
書
等
を
町
民
課
町
民

協
働
係
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
書
等
の
提
出
時
に
申
請

内
容
の
聞

き
取
り
を

さ
せ
て
い

た
だ
き
ま

す
。

問　

町
民
課　

☎
内
線
２
３
６

町
民
活
動
を
頑
張
る
み
な
さ
ん
を
応
援
！

町
民
活
動
を
頑
張
る
み
な
さ
ん
を
応
援
！

 

公
募
型
補
助
金
事
業
を
二
次
募
集

 

公
募
型
補
助
金
事
業
を
二
次
募
集

平
成
25
年
度

対 象 団 体 町内で活動する団体等または補助事業の申請までに設立される町内の団体等

対 象 事 業 安全対策、地域福祉、健康づくり、コミュニティ活動、自然環境、子育て支援、生涯学習、文化
スポーツ活動、まちづくり、地域活性化　等

補 助 額 予算の範囲内で決定します。（ただし、一部補助対象外となる経費があります。）

事業の流れ

※①２次審査においては、各団体が評価委員会に出席していただき、公開プレゼンテーションを
　　していただきます。開催時期は現段階では平成 25 年 10 月の予定です。なお、事前に対象団
　　体へ連絡いたします。
※②事業完了後に事業実施結果の報告会を公開の場で対象団体に行っていただく予定です。
　　開催時期は未定ですが、事前に対象団体へ連絡いたします。

応 募 要 領 補助金等交付規則及び公募型補助金交付要綱をご覧のうえ、所定の申請書等を町民課町民協働係
へ提出してください。

※規則及び要綱、申請書等は町民課窓口で配布します。また、町ホームページからも入手できます。

事業実施～
事業完了

事業実施
計画書提出

採択・不採択
決定

最終審査
（理事者等）

事業結果報告会（公開）
※②

１次審査
（所管課・町民課）

２次審査　※①
【事業プレゼンテーション（公開）】
（外部委員による評価委員会）


